
福
祉
・
健
康

福
祉
・
健
康

田
鶴
浜
・
中
島
地
区

平
成
16
年
度

12
期
（
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
納
付
）

平
成
17
年
度

９
期
（
７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
納
付
）

能
登
島
地
区
（
国
民
健
康
保
険
税
の
み
変
更
）

平
成
16
年
度

７
期
（
５
月
・
８
月
か
ら
１
月
ま
で
納
付
）

平
成
17
年
度

９
期
（
７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
納
付
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は

保
険
課
国
民
健
康
保
険
係
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○
申
請
免
除
制
度

経
済
的
な
理
由
で
ど
う
し
て
も
保
険
料
を
納
め
ら

れ
な
い
場
合
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
半
額
に
つ
い

て
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

○
30
歳
未
満
の
方
は
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

こ
れ
ま
で
、
収
入
の
あ
る
親
（
世
帯
主
）
と
同
居

し
て
い
る
と
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
世
帯
主
の
所
得
に
か
か

わ
ら
ず
、
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が
基
準
に
該
当
す

る
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

☆
「
申
請
免
除
」、「
若
年
者
納
付
猶
予
」
に
は
、
所

得
審
査
が
あ
り
ま
す
。
税
の
申
告
が
ま
だ
の
方
は

お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

☆
申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等

１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、「
平
成
17

年
度
所
得
証
明
書
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
学
生
納
付
特
例
制
度

毎
年
４
月
以
降
あ
ら
た
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

☆
申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑
・
年
金
手
帳
・
学
生
証
の
写
し
等

※
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
民
生
課

市
民
課
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〜
い
し
か
わ
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
２
０
０
５

プ
レ
ミ
ア
ム
・
パ
ス
ポ
ー
ト
事
業
〜

石
川
県
で
は
、
18
歳
未
満
の
子
ど
も
が
３
人
以
上

い
る
世
帯
を
対
象
に
、
売
店
や
飲
食
店
で
割
引
や
特

典
を
受
け
ら
れ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
ま
す
。

協
賛
企
業
の
メ
リ
ッ
ト

①
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
つ
家
庭
に
協
賛
店
の
情
報
を
発

信
し
、
利
用
を
促
進
し
ま
す
。

②
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
携
帯
電
話
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
「
子
育
て
に
や
さ
し
い
企
業
」
と

し
て
紹
介
し
ま
す
。

③
子
育
て
支
援
に
取
り
組
む
し
る
し
と
し
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
ス
テ
ッ
カ
ー
を
発
行
し
ま
す
。

募
集
期
間

第
１
次
　
７
月
31
日
（
日
）
ま
で

第
２
次
　
８
月
１
日
（
月
）
〜
10
月
31
日
（
月
）

申
込
方
法

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
郵
送
で
申
込

協
賛
金

１
口
５
千
円
（
店
舗
ご
と
）

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

（
財
）
い
し
か
わ
子
育
て
支
援
財
団

０
７
６
―
２
６
２
―
１
５
３
０

○
老
人
医
療
受
給
者
証
の
負
担
割
合
は
毎
年
８
月

１
日
に
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
ま
す

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
方
に
は
、
新
し
い
受
給

者
証
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

○
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、
入
院
時

一
部
負
担
金
お
よ
び
食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す

該
当
す
る
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
減
額
認
定
証
を

交
付
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
現

在
入
院
中
の
方
は
、
７
月
末
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

す
の
で
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
期
間

新
規
の
方
　
７
月
20
日
（
水
）
か
ら
随
時

継
続
の
方
　
７
月
20
日
（
水
）
〜
８
月
31
日
（
水
）

必
要
な
も
の

医
療
受
給
者
証
・
保
険
証
・
印
鑑

○
老
人
高
額
医
療
費
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

１
ヶ
月
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

必
要
な
も
の

医
療
受
給
者
証
・
保
険
証
・
印
鑑
・
振

込
先(

郵
便
局
以
外)

の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
険
課
老
人
医
療
係
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―
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開
催
日

７
月
22
・
29
日
、
８
月
1
・
12
・
23
〜

25
の
い
ず
れ
か
の
日
・
30
日
の
６
回

対
象
者

こ
こ
ろ
の
健
康
や
精
神
保
健
福
祉
分
野

で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
心
の
あ
る
方

会
　
　
場

能
登
中
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

受
講
料

無
料

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

石
川
県
能
登
中
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

健
康
推
進
課
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―
２
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